
 
第１回伊丹市行財政改革推進懇話会（６月２８日）に関する意見、提案について 
                              平成２２年７月２４日 
 
懇話会委員名：A委員 その１ 
 
次の通り、質問させていただきますので、よろしくお願いします。 
問 1. 資料 2の扶助費の主な内訳（伊丹市が行っている事業） 
   老人福祉費の市バス乗車証（5億 3千万円）の算定方法について 
   ７０歳以上の高齢者の人数、1人当りの乗車回数、乗車料金などどのようにして算定
していますか？ 

   また、市バスのない川西市、宝塚市など隣市の実態は、どうなっていますか？ 
 
問 2. 資料 4の基本方針 3（Ｐ20）自立的な行財政運営の現状と課題について 
    この内容では、市民として、よく理解できないと思います。もう少し詳しい具体

的な現状分析が必要ではないでしょうか？恐らく、伊丹市総合計画審議会及び総合

政策部政策室がまとめたと思いますが、もし、貴課で把握している現状と課題があ

れば、ご教示していただきたいと思います。 
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A委員 様 
                             平成２２年７月２８日 
  
問１ 老人福祉費の市バス乗車証（５億３千万円）の算出方法について 
 
平成１６年度の無料乗車証発行件数に基づき、下記の計算式で算出をおこなっておりま

す。算出方法は、平成３年度におこなった実態調査をもとに、１ヶ月の１人あたりの負担

額を普通乗車運賃の７．３日分と定め、下記の計算から算出しています。 
  

２００円×２（往復）×７．３日分＝２，９２０円 
 ２，９２０円×１２ヶ月×１５，１３４人（実績人数）＝５３０，２９５，３６０円 
   
  平成１８年度の当初予算編成及び現在の行財政運営改善計画を作成するにあたり、今 
後、高齢者人口は増え続け、負担額も大幅な伸びが予測されたこと。また、市バスは乗 
客の多い少ないにかかわらず、運行経費がかかるなど財政状況が厳しい中で、一般会計 
から企業会計へ市バス特別乗車証を一定額で据え置き、平成１６年度決算ベースに平成 
１８年度より金額を固定している現状です。 

 
また、近隣市の状況は次のとおりです。（年間１人あたり） 
  
  伊丹市 ７０歳以上 市バス無料乗車券     ２，９２０円 × １２ヶ月 
   
尼崎市 ７０歳以上 市バス無料乗車券 平成 22年 10月より一部負担を導入予定 

（１乗車につき 50円負担もしくは、無料乗車券を交付の場合は所得に応じて 
年間 2,700円、4,500円、9,000円を負担） 

 
西宮市 ７０歳以上 民営バス等割引購入証     １，０００円 × ５枚 
 
芦屋市 ７０歳以上 市内発着する民営バスの運賃を半額助成 
 
宝塚市 ７０歳以上 市内民営バス回数券      ５６０円 ×１２枚 

   
川西市 ７０歳以上 民営バス等購入助成券     １，０００円 × ３枚 

   
三田市 ７０歳以上 民間バス等購入割引券     ３，０００円 × ６枚 

 
 



問２ 資料 4の基本方針 3（Ｐ20）自立的な行財政運営の現状と課題について     

 

総合計画は１０年間の市の目標や将来像を定めるものであり、市のあらゆる施策や計画

の基礎となるものです。そのため、各分野の現状や課題については総合計画を元にした、

分野ごとの個別計画を策定する中で、具体的な現状分析などが詳細に記述されるものです。 
該当の基本方針３（P20）自立的な行財政運営につきましての個別計画は、例えば「行財政
プラン」「人材育成基本方針」「定員適正化計画」などになります。 
 
 
また、財政的には、柔軟で堅実な財政運営を図るため、次の項目を課題と考えています。 
・限られた財源を重点的・効果的に配分し、特別会計等を含めた健全な財政運営を行う。 
・財政状況をわかりやすく積極的に公開し、市民サービスに対する受益と負担の適正化な 
ど行政コストのあり方について市民とともに考えていく。 

・歳入の確保策として徴収の強化、未収金対策など、また税以外の歳入についても積極的

な財源確保に努める。 
それ以外に本市では経常収支比率が高いことが課題であると考えております。 

 
以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

  
                                   行政経営課 



第３回伊丹市行財制改革推進懇話会（８月３０日）に関する意見、提案について 
                            平成２２年８月３１日 
 
懇話会委員名：Ａ委員 その２ 

  

 首題について、よろしくお願いします。  

 

第 3 回で受領しました「資料 2」について、追加質問させていただきます。 

 指定管理者一覧表の中で「いたみホール」の委託料について、年度別に 18 決算       

から 22 予算を見たときに、毎年減少しています。特に 21 予算から 22予算にかけては、大

幅な減少です。こうした委託料を減少させることは、大変な努力の賜物だと思いますが、

その削減方法・理由をご教示していただきたい。 

また、老人クラブの「長寿お祝い会・金婚夫婦祝賀会」についても、毎年 9 月に「いた

みホール」で 7つのブロック毎に実施していますが、開催内容を再検討することによって、

委託料を削減させることも可能だと考えます。市の考え方をお教えいただきたいと思いま

す。 

                                             
以上、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A委員 様 
                             平成２２年９月２４日 
 
 いつもお世話になっております。 
先日は歳入の確保策等について、ご意見をいただき、ありがとうございました。次回の

懇話会では、事務事業の総点検を中心に、歳出の見直しについて、委員の皆様のご意見を

いただくことを予定しております。 
なお、こちらにいただいたご質問は、前回と同様質問者の許可を得て、次の懇話会でお

示しすることを予定しております。  
それでは、A委員のご質問にそれぞれお答えします。 

 
１．「いたみホール」の委託料の減少について 

 いたみホールは、地方自治法第 244条の 2第 3項の規定に基づき、施設の設置目的を効
果的に達成するため、平成 18年度より指定管理者制度を導入いたしましたが、指定管理者
制度の導入は、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設

の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図

ることを目的としています。 
 現在は、施設の事業を市の文化施策と一体的に推進するため、公募によらない選定によ

り、平成 21年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までの 5年間、伊丹市文化振興財団が、
指定管理を行っています。 
各施設の委託料については、市民ニーズに的確に対応し、より効率的で効果的な管理運

営を図るため、5年間の基本協定を基準にしながら、毎年度事業費等を精査し、予算設定し
ております。 
今後も適正な経費のもと、より一層のサービスの向上に努めていきます。 
ご質問の経費の減額については下記のとおりです。 

 
○ 平成２２年度当初予算と平成２１年度当初予算との比較 約１，０００万円減。 
減額の主なもの・・・予約システム等リース料：約２５０万円減、空調等点検委託料：

約２２０万円減、公演等委託料：約３１０万円減、印刷製本費約３０万減。 

 
○ 平成２１年度当初予算と平成２０年度決算との比較 約４，８００万円減。 
減額の主なもの・・・利用料金制導入に伴う料金収入の振替：約４，５００万円減、

公演・看板等作成委託料：約３１０万円減。 
 
○ 平成２０年度決算と平成１９年度決算との比較 約６００万円減。 
減額の主なもの・・・人件費：約４４０万円減、管理用備消耗品費：約７０万円減、

予約システム等リース料：約１０万円減 
 
○ 平成１９年度決算と平成１８年度決算との比較 約２００万円減。 
  減額の主なもの・・・修繕料：約２９０万円減 
 
○ 平成１８年度決算と平成１７年度決算との比較 約２３，２００万円減。 
  減額の主なもの・・・予約システム等リース料：約６３０万円減、施設管理委託料：

約５００万円減、光熱水費：約１３０万円減、人件費：約１３０万円減。 
 （平成１８年度に指定管理者として伊丹市文化振興財団を指定） 



２．老人クラブの「長寿お祝い会・金婚夫婦祝賀会」における開催内容の再検討 

 平成２２年度において、７０歳以上の市民、金婚夫婦及び卒寿の市民をお祝いし、老人ク

ラブの交流を深めるため、市内の老人ブロック７ブロック毎に演芸発表による長寿お祝い

の会を開催いたしました。 

市におきましては、平成２０年度まで菓子類としていた参加賞を、より有効的なものを

と検討した結果、平成２１年度より介護予防のための啓発冊子としていますが、今後も参

加賞の内容について検討を行います。 
また、８８歳・９０歳・９９歳・１００歳以上とそれぞれの対象者に記念品を贈呈して

いますが、長寿お祝いの記念品贈呈の対象者の見直しなど、ご質問のとおり開催内容の

検討を行っているところであり、当該事業を受託している伊丹市老人クラブ連合会にお

いても、現行７回にわたっての開催としていますが、開催日数の短縮等についての検討の

ご意見もありますので、今後受託団体と共に開催内容の再検討を行ってまいります。 
 
 
以上よろしくお願いいたします。 
 
                                   行政経営課 



第３回伊丹市行財政改革推進懇話会（８月３０日）に関する意見、提案について 
                              平成２２年９月２日 
懇話会委員名：B委員      
 
お疲れ様です。 
いろいろと資料を集めていただき、質問等いつも丁寧に対応いただきありがとうござい

ます。 
会議に参加し、思った事・質問等メールさせていただきます。 
これまでたくさんの資料を頂き、数値的なものや現状などは、なんとなく解ってきまし

た。 細かい事などの理解や仕組みは難しいですが。 
いつも質問に答えて頂き、疑問の解決ができてとてもありがたく思っています。ですがそ

の質問が具体的な話に繋がるのではないので、忙しい時間を割いてもらって手間を掛けさ

せてしまったという気持ちです。  
こうしたらいいのでは？という意見があれば、言ったらいいのか、今の状況を理解してい

たらいいのか、実際どこをどうしたらいいのかわからず、特に意見も言えずにいます。 
具体的に、「ここをこうしていきたいのですが、何か策はありますか？」「こんな策の案が

出ているのですが、どうでしょうか？」というような逆に意見を求められた方が、こちら

も考えやすいような感じです。 
 
ここから質問です。 
前回の追加資料で決算のポイントを教えていただき、法人税での収益がかなり減ってい

るという箇所にチェックを入れたと思います。 
不況の影響で、企業の収益も減り法人税が減少したと聞きました。 
景気がよくなれば（景気が好転してから反映するのがすぐではないというのは考えずに）  

解決するものでしょうか。前回、昔に比べ、大手企業が撤退したというような話を聞かせ

てもらいました。その部分で企業が来てくれるような政策や対策などは何かあるでしょう

か？（少し市の HP を見てみたら企業誘致制度という言葉がありましたが、これがどのよ
うなものなのかわかりませんでした。） 
企業にとって、伊丹に会社があるメリット、魅力となるポイント等があれば教えてくださ

い。企業が増えれば人も増えるのでいろいろな面でプラスになると思うのですが（これは

誰もが思うような事ですけども。） 
魅力ポイントがあるのに反映されないのであれば、アピールの仕方、企業とのニーズが合

わないのか等を見直す面もあるかと思います。何か策があるのであれば、どのくらい生か

されているかを教えて下さい。 
簡単に企業が来るわけではないので私の考え方では浅はかとは思いますが、長い目でみて

プラスになるような政策が気になります。 



そして、やはり額の大きかった税の滞納に関してですが、少額滞納者が増えているとの事

でした。（滞納者に対して）滞納したらこうなる!!みたいな事はありますか？ 
例えばですが、車であれば違反金を支払わないと車検が通らないなどありますが、税の場

合はどうでしょうか？差し押さえ等の対象になる基準など。差し押さえ等の処置をするに

もマンパワーや処理をする数に限界があると聞きましたので、なかなか難しいとの事でし

たので、国保が未納だと社会保険に切り替えができないとか、未納者は会社からの給料天

引きになるように企業側に依頼するなど（この２つは私なりに考えた事なので例えばの話

ですが）市独自での基準や制度を決める事はできるのでしょうか？ 
払わなくても制度が利用でき、何も痛手になる事がなかったら、「ま、いっかー」って気に

なりやすいかなと思います。中には払いたくても払えない人、意図的に支払いをしない人

と分かれると思います。 
現状がどちらなのかを把握して、適切な対処方をしていく事が大事と思います。  
その為にも第２回の時にいただいた資料で、納税に関する<案>にもありましたように、  
専門の部署を設ける事などは、今後の滞納者を増やさない為にも必要かと思いました。 
 
 
ここからはちょっと気になった事デス 
 
昨晩、市のHPを見ていました。 
いろいろな課の政策や制度が記載されていて、とても興味が引かれるものもありました。 
その制度について問合わせをしたと思った時に問合わせ先が TELと FAXでした。 
私のように昼間働いていると、どうしても役所の開いている時間帯に電話をかける事がで

きない時もあります。メールで問合わせや質問ができたら少し身近に感じられるかな？ 
と思いました。 
（ページの下に意見・質問等のページがありましたが少しわかり難かったです。） 
各課に直接質問メール等を送れたら便利ですが、処理が大変ですよね。 
「伊丹市役所へのご意見・お問合わせ」ページは、なんだか硬い感じがして、私的には使

いづらいという印象でした。 
 
では、よろしくお願いします。 
B 



 
B委員 様 

平成２２年９月９日 
 
先日はお忙しいところ、懇話会にご出席いただきありがとうございました。 
９月２日にいただきましたメールに関してお答えします。 
まず、今後の懇話会の進め方につきましては、前回のメールでもお答えいたしましたよ

うに、委員のみなさまから多くの意見が頂けるよう、会の運営を工夫してまいります。今

回の B委員の意見を踏まえ、さらに検討をいたします。 
また、併せて前回同様、懇話会以外での質問やその質問に対する回答は、質問者の許可

を得て、次の懇話会でお示しいたします。 
 次に、B委員のご質問にそれぞれお答えします。 
 
１．法人税収入について 
平成１３年度のＩＴ不況よる経済の悪化により、平成１３年度決算で約２４億９，８０

０万円あった法人市民税は平成１４年度決算では約１４億７，６００万円と大幅に落ち込

みました。 
その後、企業業績の持ち直しや法人会計上の繰越欠損金の解消等が進み、法人所得も回

復し、それに伴い法人市民税も平成２０年度決算には約２９億１，４００万円まで回復し

たところです。しかし、平成２１年度決算において、景気の低迷による企業業績の悪化の

影響を受け、前年度と比べ過去最大の減少率（４０．７％減）となり、約１７億７，２８

６万円となりました。 
基本的には、景気が良くなれば法人税収は上がるものと考えています。 
しかし、現在の景気の回復が、国の経済政策による事業の前倒しや、企業活動の合理化

による事業の統廃合、円高による海外転出などによるところもあり、以前の税収まで回復

し、継続するかは不透明な状況と考えています。 
  

２．企業立地支援制度について 
 近年、市内の工業については、震災から復興した平成１０年度に４４７あった事業所が

平成２０年度には３４３事業所と減り、従業者数も平成１０年度に２２，４９２人であっ

たものが、平成２０年度には１７，４１８人と低下傾向が続いています。そのため、市内

の工業地域（有岡の一部等）および準工業地域（森本の一部等）において、事業所を新設・

増設する特定事業者、その事業者に向けた貸し工場新設者および事業用地提供者に対して、

奨励金交付などの支援を行うことにより、ものづくり産業の立地促進、市民の雇用機会の

創出や拡大を図り、本市の都市機能を生かした産業基盤の強化や将来にわたる持続的な発

展を図っていくことを目的として、「企業立地支援制度」を平成 21年１月に創設しました。 



 市内の工業系地域は比較的人気が高く、市内での立地を求めている声はよく聞くのです

が、用地提供が少なく、また、従来工場であった跡地が住宅や商業施設に変わる例が目立

っております。そこで、この制度では市内で立地する事業者への支援だけではなく、その

事業者のために貸し工場を建てたり、用地を譲渡したりする方へも支援することにより、

本市の実情にあった支援制度としております。 
施行後１年９ヶ月で、この制度に基づき、尼崎市の本社工場を伊丹市内の工場へ集約し

た企業など５件が企業立地計画の認定を受け、すでに操業を開始しています。 
 今後とも、この制度をＰＲし、また立地可能な土地情報を収集して、工場の跡には工場

が立地するように努めて行きたいと考えております。 
 なお、制度の詳細につきましては、別途パンフレットをご参照下さい。 
 
・企業にとっての本市に立地するメリットについて 
 平成２１年度に実施しました、市内工業系事業所の全数調査結果によりますと、本市に

立地するメリットは、道路を中心に交通の便がよく、受注先や外注先など取引先が近くに

あることを挙げられた事業所が多くありました。また、人口集積地にあり一般的に人材が

確保しやすいという声をお聞きしています。逆にデメリットとしては、地価の高さとそれ

が原因と考えられる租税負担の重さとの回答が上位を占めており、住宅が迫っていること

への操業環境対策に苦慮されていることがうかがえます。 
メリット・デメリットの上位にあがっていることは、いずれも一朝一夕で得られたこと

ではなく、またすぐに改善できることではありません。今の企業集積をうまく維持し、「住

宅都市としての伊丹市」と「産業都市としての伊丹市」の共存を図る努力として、これま

での地道な産業活性化や都市の基盤整備の施策を続けるとともに、先ほどの企業立地支援

制度の活用や市内の企業間交流を活性化することにより、事業者の考えておられるメリッ

トを生かし、デメリットを補っていければと考えます。 
 
・中心市街地への商業集積施策について 
 企業等事業者の市内での立地支援を行っているのは工業だけではありません。市では中

心市街地活性化基本計画（旧計画平成 11年 3月、新計画平成 20年 7月）に基づき、ＪＲ
及び阪急の伊丹駅周辺の中心市街地の賑わい回復や商業集積を図っています。その一環と

して、中心市街地の中核にあたる地域、ＪＲ伊丹駅と阪急伊丹駅を結ぶ東西軸、稲名野神

社と伊丹シティホテルを結ぶ南北軸の沿道地域を商業特定誘致地区として、物販や飲食な

どの商業施設の集積を図るとし、建設補助や家賃補助などを実施しています。 
この施策により、平成 15 年度から酒蔵通などに新たに 20 店舗が営業し、人の流れも増

えて賑わいが見られるようになっております。 
 
 



３．滞納について（市税・国保税） 
・滞納した場合どのようになるのか。 
市のホームページや「市税のしおり」、「広報伊丹」など、様々なメディアを通じ、市税

等に関するお知らせを行っており、「滞納した場合の取り扱い」についても、ご案内してお

ります。 
また、昨年の１１月１５日の「広報伊丹」で、初めて税・財政特集号を発行しました。

その中で、市税は豊かなくらしを築くための社会基盤を支える大切な基本となるものであ

ること、滞納すると市民サービスに必要な財源が確保できなくなることをお伝えし、「悪質

な滞納は見逃せません」と広報し、滞納処分の流れもお知らせしました。 
 市税等を定められた納期限までに納めないことを「滞納」と言いますが、滞納になると、 
本来の税額のほかに延滞金等も合わせて納めていただかなければなりません。 
また、滞納状態が続くと地方税法等の規定により、財産の差押さえなど滞納処分を行う

ことになります。 
    （関係法令） 国税徴収法第４７条（差押の要件） 
           地方税法第３３１条（市町村民税に係る滞納処分） 
           地方税法第３７３条（固定資産税に係る滞納処分）    

地方税法第７２８条（水利地益税等に係る滞納処分） 
 
滞納処分の手続は下記のとおり執行されます。 
滞納処分の流れ 
（１）納税通知書の送付 
（２）督促・催告（納期限後２０日以内に督促状の発送） 
（３）財産調査・捜索（不動産、預金・給与など債権、動産） 
（４）財産の差押さえ（督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに完納し

ないときは、財産の差押さえをしなければならない。） 
（５）公売（差押さえた財産を売却し、市税に充当します。） 
 
・差押さえ等になる基準は、 
 法的には、督促状を発した日から１０日を経過しても未納状態であり、差押さえ可能財

産があれば、財産の差押さえ等の滞納処分をしなければなりません。 
 本市におきましても、法の趣旨を踏まえた滞納整理を行っています。しかし、納付相談

を行う中で、退職、病気等、様々な理由により納付期限内の納付が困難な納税義務者につ

いては、地方税法に基づき「徴収の猶予」や分割納付を適用しています。 
また、市税等の滞納については、督促状、催告書の発送や電話等により納付を促してい

ますが、財産があり納付可能であるにも関わらず、それでも納められない場合には、納期

限までに納められた方との公平を保つため、財産の差押さえを行っています。 



  
一方、国保税の場合は、納期を過ぎても未納の状態が続くと通常より有効期限の短い「短

期被保険証」（本来は１年だが、６ヶ月となる。）が交付され、その後、特別な事情もなく

１年以上滞納すると、保険証を返還する代わりに「資格証明書」（医療機関で一旦全額を支

払い、後日市へ払い戻しを申請する。）を交付します。さらに滞納が続くと資格証明書で支

払った医療費が国民保険税に充てられる場合があります。 
  
市独自での基準や制度を決めることは、法律で定められているもので制度上難しく、ご

質問のとおり納税者に対して「払わないとペナルティがある」という意識づけを行ってい

くことが、徴収率の向上につながる大切な課題と考えています。 
 
４．徴収専門の部署を設けることについて 
未収金の回収については、負担の公平性や行政への信頼確保の観点から重点的に取り組

まなければならない課題と認識しております。  
現在、各課において、徴収マニュアルの作成や研修による担当職員の資質の向上を図る 

とともに、市税については、捜索や公売、国保税では、電話催告など民間活力の導入など、

積極的な取組みを行っています。しかし、平成２１年度決算においては、市税で、約２０

億１，２００万円、国保税で、約３４億６，７００万円など多くの未収金が発生していま

す。 
 未収金の徴収については、専門性が高く、高度な交渉能力を必要とすることから、今後

未収金の強化を図るため、徴収体制の強化や職員の知識の向上などに取り組んでいきたい

と考えております。 
 

５．伊丹市ホームページについて 
現在各課のホームページには、メールアドレスを掲載しておらず、市役所に寄せられる

ご意見・お問い合わせが、現在どのような内容であるかなどを把握するため、市民相談課

で一括管理を行っており、その後、各担当課にて回答をさせていただいています。 
これは、窓口を一本化することで、ご意見などを的確に把握し、効率的に市政に反映す 

るためであり、また、各課のページにメールアドレスを掲載することにより、営業メール

や迷惑メールなどが多くなり、通常の業務に支障をきたすことも考えられるからです。 
「市役所へのご意見・お問い合わせ」でわかりにくい点につきましては、今後市民の皆 

様にわかりやすいようにホームページの改良を検討していくように考えております。 
 
以上、よろしくお願いいたします。 

行政経営課 
















